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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセス流中のバルク型の（全体の）微生物学的な水分活性をモニタリングするための
方法であって、
　　ａ．機構をプロセス流に連結するステップであって、前記機構が、複数の開口を含む
フローセルであって、少なくとも１の開口が前記プロセス流から引き込まれる流体用のフ
ローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フローセルを出る流体用のフローセル出
口であるフローセルと、前記開口のうちの１つに取付けられる１つのＤＯプローブと、前
記開口のうちの１つに取付けられる洗浄装置と、前記フローセル入口に取り付けられる第
１の導管と、前記フローセルに付随するバルブとを含むステップと、
　　ｂ．流体が前記フローセル内に引き込まれるのを可能にすべく、前記機構のバルブを
開けるステップと、
　　ｃ．前記プロセス流から前記フローセル内に前記流体を引き込むステップと、
　　ｄ．前記ＤＯプローブで前記プロセス流のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステッ
プであって、各測定前に前記ＤＯプローブの表面が洗浄されるステップと、
　　ｅ．更なる流体が前記フローセル内に引き込まれるのを防ぐために前記機構のバルブ
を閉じるステップと、
　　ｆ．前記流体が前記フローセル内に維持された流動停止状態で、前記ＤＯプローブで
前記機構内部の流体のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステップであって、各測定前に
前記ＤＯプローブの表面が洗浄されるステップと、
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　　ｇ．ステップ（ｄ）とステップ（ｆ）との間のΔＤＯの読取り値を計算するステップ
と、
　　ｈ．ステップ（ｇ）中の前記ΔＤＯの値を、前記プロセス流中のバルク型の（全体の
）微生物学的活性と少なくとも相関づけるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記機構は、前記開口のうちの１つに取付けられるＯＲＰプローブと、前記フローセル
出口に取り付けられる第２の導管と、を含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　プロセス流中の表面結合型の微生物学的活性をモニタリングする方法であって、
　　ａ．機構をプロセス流に連結するステップであって、前記機構が、複数の開口を含む
フローセルであって、少なくとも１の開口が前記プロセス流から引き込まれる流体用のフ
ローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フローセルを出る流体用のフローセル出
口であるフローセルと、前記開口のうちの１つに取付けられる１つのＤＯプローブと、前
記開口のうちの１つに取付けられる洗浄装置と、前記フローセル入口に取り付けられる第
１の導管と、前記フローセルに付随するバルブとを含むステップと、
　　ｂ．流体が前記フローセル内に引き込まれるのを可能にすべく、前記機構のバルブを
開けるステップと、
　　ｃ．前記プロセス流から前記フローセル内に前記流体を引き込むステップと、
　　ｄ．前記ＤＯプローブで前記プロセス流のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステッ
プであって、前記ＤＯプローブは各測定前に洗浄されず、生体膜の蓄積が生じる時間が経
過した後にＤＯ濃度が測定されるステップと、
　　ｅ．前記ＤＯプローブの表面を洗浄するステップと、
　　ｆ．前記ＤＯプローブで前記機構内部の流体のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するス
テップであって、各測定前に前記ＤＯプローブの表面が洗浄され、流動開始中の拭き取り
直後にＤＯ濃度が測定されるステップと、
　　ｇ．ステップ（ｄ）とステップ（ｆ）との間のΔＤＯの読取り値を計算するステップ
と、
　　ｈ．ステップ（ｇ）中の前記ΔＤＯを表面結合型の生物学的活性と相関づけるステッ
プと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　前記機構は、前記開口のうちの１つに取付けられるＯＲＰプローブと、前記フローセル
出口に取り付けられる第２の導管と、を含むことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　プロセス流中のバルク型の微生物学的活性と表面結合型の微生物学的活性とをモニタリ
ングする方法であって、
　　ａ．機構をプロセス流に連結するステップであって、前記機構が、複数の開口を含む
フローセルであって、少なくとも１の開口が前記プロセス流から引き込まれる流体用のフ
ローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フローセルを出る流体用のフローセル出
口であるフローセルと、前記開口のうちの１つに取付けられる１つのＤＯプローブと、前
記開口のうちの１つに取付けられる洗浄装置と、前記フローセル入口に取り付けられる第
１の導管と、前記フローセルに付随するバルブとを含むステップと、
　　ｂ．流体が前記フローセル内に引き込まれるのを可能にすべく、前記機構のバルブを
開けるステップと、
　　ｃ．前記プロセス流から前記フローセル内に前記流体を引き込むステップと、
　　ｄ．前記ＤＯプローブで前記プロセス流のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステッ
プであって、前記ＤＯプローブが各測定前に洗浄されず、生体膜の蓄積が生じる時間が経
過した後にＤＯ濃度が測定されるステップと、
　　ｅ．前記ＤＯプローブの表面を洗浄するステップと、
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　　ｆ．前記ＤＯプローブで前記機構内部の流体のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するス
テップであって、各測定前に前記ＤＯプローブの表面が洗浄され、流動開始中の拭き取り
直後にＤＯ濃度が測定されるステップと、
　　ｇ．更なる流体が前記フローセル内に引き込まれるのを防ぐために前記機構のバルブ
を閉じるステップと、
　　ｈ．前記流体が前記フローセル内に維持された流動停止状態で、前記ＤＯプローブで
前記機構内部の流体のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステップであって、各測定前に
前記ＤＯプローブの表面が洗浄されるステップと、
　　ｉ．ステップ（ｆ）とステップ（ｈ）との間のΔＤＯの読取り値を計算し、前記ΔＤ
Ｏを前記プロセス流中の前記バルク型の微生物学的活性と少なくとも相関づけるステップ
と、
　　ｊ．ステップ（ｄ）とステップ（ｆ）との間のΔＤＯの読取り値を計算し、前記ΔＤ
Ｏを前記プロセス流中の前記表面結合型の微生物学的活性と少なくとも相関づけるステッ
プと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記機構は、前記開口のうちの１つに取付けられるＯＲＰプローブと、前記フローセル
出口に取り付けられる第２の導管と、を含むことを特徴とする請求項５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプロセス流中の微生物学的活性をモニタリングするための装置、及び、プロセ
ス流中の微生物学的活性をモニタリングする方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　商業用の水システム中の微生物の生育は品質劣化及び表面の汚れを導きうる。生育が十
分に制御されない場合、品質劣化が不快な臭気及び付加物の機能低下（例えば、過酸化水
素が輝度を向上させるのに用いるカタラーゼを微生物が生成し、繊維強度に影響を与えう
るセルラーゼを生成しうる）を導きうる。表面の汚れが十分に制御されない場合、生じた
生物膜は熱交換と干渉し、製紙システムの場合においては、製造プロセスを失速する必要
が生じ、表面からこれらの堆積物を洗浄するためにプロセスを停止し、あるいは完成紙料
又は板紙製品中に孔またはスポットを生じさせるうる。従って、このような水は殺生物剤
で処理されて、微生物生育を制御し、関連する問題を防ぐ。
【０００３】
　品質劣化及び生物膜形成は工業用水システムにおける異なる問題に関与し、プランクト
ン性及び固着性バクテリアはバイオコントロールの測定に対し異なる反応をするため、こ
れらの異なるモードの微生物生育でのバイオコントロールプログラムの影響をモニタリン
グする必要がある。
【０００４】
　このような水システムをモニタリングするのに一般的に用いられる標準的な技術は標準
的な平板計数技術を含む。これらの技術は長いインキュベーション時間を必要とし、事前
対応型制御の十分な情報と、微生物生育に関する問題の予防を提供しない。最近では、ア
デノシン三リン酸（ＡＴＰ）の測定値が事前対応型制御の手段として用いられた。しかし
ながら、試薬は高価であり、大きな水システムから少量がサンプリングされる。データ収
集は更にまれであり、データの有意なギャップを導く。従って、このアプローチは対象の
システム中の微生物の状態の限定された情報を提供する。更に、これらのアプローチはプ
ランクトン性バクテリアをモニタリングするのに一般的に用いられる。いくつかのケース
においてではあるが、生物膜のバクテリアを定量化するために表面をスワブして分析され
うるであろう。これらのアプローチは非常に冗長であり、時間がかかる。
【０００５】
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　微生物活動及び好気性代謝が溶存酸素濃度の減少を導くことは公知であり、溶存酸素（
ＤＯ）プローブは流体中の微生物活動を測定するために用いられた。Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ
らに付与された米国特許第５，１９０，７２８号及び第５，２８２，５３７号は、ＤＯの
測定値を利用して商業用水の汚れをモニタリングするための方法及び機構を開示する。し
かしながら、そのアプローチは非生物学的汚れから生物学的なものを区別するために栄養
付加の使用を要求し、プローブの表面が汚れた後にプローブが更なる測定のためにどのよ
うに回復されるかの言及がない。さらにその開示されたアプローチは連続的な酸素供給の
手段を要求する。
【０００６】
　標準的なクラーク型の電気化学的なＤＯプローブは、化学的な干渉（Ｈ２Ｓ、ｐＨ、Ｃ
Ｏ２、ＮＨ３、ＳＯ４、Ｃｌ－、Ｃｌ２、ＣｌＯ２、ＭｅＯＨ、ＥｔＯＨ、及び様々なイ
オン種）、頻度較正及び膜置換、失速した応答及び変動する読取り値、熱衝撃、及び膜を
横切る高フロー要求のような、多くの限界を有する。新しい型の溶存酸素プローブは、近
年多くの会社（例えば、コロラド州ラブランドのＨＡＣＨ社）によって商業上入手可能に
され、ＤＯはプロセス水中でオンラインで測定されうるそれらの限界のほぼ総てを克服す
る。この新しいＤＯプローブ（ＬＤＯ）は　励起された蛍光体の蛍光寿命を短縮する蛍光
減衰という寿命を基にする。蛍光体はセンサ表面で膜に固定され、励起は青色ＬＥＤで提
供される。
【０００７】
　米国特許第５，６９８，４１２号及び第５，８５６，１１９号は、双方ともＬｅｅらに
付与され、ＤＯがｐＨと組み合わせて測定され、特に栄養／基質欠乏に関する代謝的な振
る舞いの推移を測定する流体において、生物学的活性をモニタリングし制御するための方
法を開示している。
【０００８】
　バイオコントロールプログラムが品質劣化及び問題のある生物膜を十分に制御するのを
保証する、商業用水におけるプランクトン性及び生体膜のバクテリアをモニタリングする
ための信頼できるかつ便利な方法に対するニーズが残っている。これらの方法は、周囲環
境中を示す状態（最少の変更）において、微生物活動の測定を可能にするために試薬なし
にすべきである。これらの方法は自動化すべきであり、モニタの遠隔制御、データへの遠
隔アクセス、及びバイオコントロールプログラムの遠隔又は自動化フィードバック制御を
可能にすべきである。理想的には、これらの方法は、バイオコントロールプログラムが生
物膜中の微生物を制御しようとする場合に一般的に直面する、増大する問題を十分に取り
扱うことを保証するためにバルク型の水分活性から表面上の微生物活動を区別する。更に
、これらの方法は、堆積物の性質（生物学的又は非生物学的）の情報を提供し、適した制
御測定が適応されるのを保証する。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、（ａ）複数の開口を含むフローセルであって、少なくとも１の開口が前記プ
ロセス流から引き込まれる流体用のフローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フ
ローセルを出る流体用のフローセル出口であるフローセルと、（ｂ）前記開口のうちの１
つに取付けられる１つのＤＯプローブと、（ｃ）選択的に前記開口のうちの１つに取付け
られるＯＲＰプローブと、（ｄ）前記開口のうちの１つに取付けられる洗浄装置と、（ｅ
）選択的にフローセル入口に取り付けられる第１の導管と、（ｆ）選択的にフローセル出
口に取り付けられる第２の導管と、（ｇ）前記フローセルに付随するバルブとを含むプロ
セス流中の微生物学的活性を測定するための機構を提供する。
【００１０】
　本発明は、（ａ）機構をプロセス流に連結するステップであって、前記機構が、複数の
開口を含むフローセルであって、少なくとも１の開口が前記プロセス流から引き込まれる
流体用のフローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フローセルを出る流体用のフ
ローセル出口であるフローセルと、前記開口のうちの１つに取付けられる１つのＤＯプロ
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ーブと、選択的に前記開口のうちの１つに取付けられるＯＲＰプローブと、前記開口のう
ちの１つに取付けられる洗浄装置と、選択的にフローセル入口に取り付けられる第１の導
管と、選択的にフローセル出口に取り付けられる第２の導管と、前記フローセルに付随す
るバルブとを含むステップと、（ｂ）流体が前記フローセル内に引き込まれるのを可能に
すべく、前記機構のバルブを開けるステップと、（ｃ）前記プロセス流から前記フローセ
ル内に前記流体を引き込むステップと、（ｄ）前記ＤＯプローブで前記プロセス流のＤＯ
濃度を少なくとも１回測定するステップであって、各測定前に前記ＤＯプローブの表面が
洗浄されるステップと、（ｅ）更なる流体が前記フローセル内に引き込まれるのを防ぐた
めに、機構のバルブを閉じるステップと、（ｆ）前記ＤＯプローブで、機構内部の流体の
ＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステップであって、各測定前にＤＯプローブの表面が
洗浄されるステップと、（ｇ）ステップ（ｄ）とステップ（ｆ）との間のΔＤＯの読取り
値を計算するステップと、（ｈ）ステップ（ｇ）中の前記ΔＤＯの値を前記プロセス流中
の微生物学的なバルク型の（全体の）活性と少なくとも相関づけるステップとを含む、プ
ロセス流中のバルク型の（全体の）微生物学的な水分活性をモニタリングするための方法
を更に規定する。
【００１１】
　本発明は、（ａ）機構をプロセス流に連結するステップであって、前記機構が、複数の
開口を含むフローセルであって、少なくとも１の開口が前記プロセス流から引き込まれる
流体用のフローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フローセルを出る流体用のフ
ローセル出口であるフローセルと、前記開口のうちの１つに取付けられる１つのＤＯプロ
ーブと、選択的に前記開口のうちの１つに取付けられるＯＲＰプローブと、前記開口のう
ちの１つに取付けられる洗浄装置と、選択的にフローセル入口に取り付けられる第１の導
管と、選択的にフローセル出口に取り付けられる第２の導管と、前記フローセルに付随す
るバルブとを含むステップと、（ｂ）流体が前記フローセル内に引き込まれるのを可能に
すべく、前記機構のバルブを開けるステップと、（ｃ）前記プロセス流から前記フローセ
ル内に前記流体を引き込むステップと、（ｄ）前記ＤＯプローブで前記プロセス流のＤＯ
濃度を少なくとも１回測定するステップであって、前記ＤＯプローブは各測定前に洗浄さ
れないステップと、（ｅ）前記ＤＯプローブの表面を洗浄するステップと、（ｆ）前記Ｄ
Ｏプローブで前記機構内部の流体のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステップであって
、選択的に各測定前に前記ＤＯプローブの表面が洗浄されるステップと、（ｇ）ステップ
（ｄ）とステップ（ｆ）との間のΔＤＯの読取り値を計算するステップと、（ｈ）ステッ
プ（ｇ）中の前記ΔＤＯを表面結合型の微生物学的活性と少なくとも相関づけるステップ
とを含む、プロセス流中の表面結合型の微生物学的活性をモニタリングするための方法を
更に規定する。
【００１２】
　本発明はバルク型の（全体の）微生物学的活性と、表面結合型の微生物学的活性との双
方をモニタリングする方法を更に提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、フローセル、ＤＯプローブ、洗浄装置、及び選択的にＯＲＰプローブを
含む機構の概略図を示す。
【図２】図２は、筐体内にバックプレートを取り付けた機構の概略図を示し、機構はフロ
ーセル、ＤＯプローブ、ＯＲＰプローブ、ワイパソレノイドを有する洗浄装置、第１の導
管、第２の導管、及びバルブを含む。
【図３】図３は、ＤＯプローブ、ＯＲＰプローブ、及び洗浄装置を含む機構の概略図を示
す。
【図４】図４は、フローセル、ＯＲＰプローブ、ＤＯプローブ、及びワイパブレードを含
む洗浄装置を含む機構の概略図を示す。
【図５】図５は、表面領域を増大するために用いられる、フローセル及び部材の概略図を
示す。
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【図６】図６は、製紙工場で収集されたデータを示し、バルク型の（全体の）微生物学的
活性及び表面汚れに関する。
【図７】図７は、製紙工場で収集されたデータを示し、バルク型の（全体の）微生物学的
活性及び表面汚れに関する。
【図８】図８は、バルク型の微生物学的活性及び／又は表面結合型の微生物学的活性をモ
ニタリングするためのフローチャートを示す。
【図９】図９は、主張された発明の一様体を示し、ＤＯプローブ、ＯＲＰプローブ、及び
洗浄装置を付随するフローセルがある。
【図１０】図１０は、主張された発明の一様体を示し、ＤＯプローブ、ＯＲＰプローブ、
及び洗浄装置を付随するＯＦＭ及びフローセルがある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［用語の定義］
　「ＤＯ」は、溶存酸素を表す。
【００１５】
　溶存酸素プローブ（ＤＯ　ｐｒｏｂｅ）は、溶存酸素を測定できるどの種類のプローブ
も含む。好ましくは、ＤＯプローブは蛍光式溶存酸素プローブ（ＤＯプローブ）である。
「ＬＤＯ」は蛍光式溶存酸素を表す。ＬＤＯプローブは、酸素の存在が、励起された蛍光
体の蛍光寿命を短縮する蛍光減衰という寿命に基づき溶存酸素を測定する。蛍光体はセン
サ表面で膜に固定され、励起は青色ＬＥＤ（発光ダイオード）で提供される。ＬＤＯプロ
ーブは、コロラド州ラブランドのＨａｃｈ　Ｃｏｍｐａｎｙ社から入手可能である。プロ
ーブは通常、測定をするためのセンサヘッドを有する。
【００１６】
　「ＯＲＰ」は、酸化還元電位を表す。ＯＲＰプローブは、マサチューセッツ州ホリスト
ンのＷａｌｃｈｅｍ社から入手可能である。
【００１７】
　「ＲＥＤＯＸ」は、酸化還元状態のことである。
【００１８】
　「ＯＦＭ」は、光学式汚れモニタを表す。モニタリングされるべき特定のプロセスに対
するいかなる好適な光学的な汚れも用いることができる。これは水晶膜厚計のような、い
かなる汎用堆積モニタも含む。
【００１９】
　「バルブ（ｖａｌｖｅ）」は、流体の流れを制御する任意の装置をいう。
【００２０】
　「洗浄装置（ｃｌｅａｎｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）」は、例えば、ＤＯプローブの表面、
及び／又はＯＲＰプローブの表面といった表面を洗浄することができる任意の１又はそれ
以上の装置である。
【００２１】
　「プロセス流（ｐｒｏｃｅｓｓ　ｓｔｒｅａｍ）」は、例えば、製紙プロセス中の導管
から得られる流体、及び製紙プロセス中のヘッドボックスから得られる流体といった、工
業プロセス中の任意の流体を含む。
【００２２】
［好ましい態様］
　プロセス流中の微生物活動は、細胞が好気呼吸状態下で生成しているＡＴＰの量と溶存
酸素の消費量が直接的に関連するため、溶存酸素の消費をモニタリングすることによって
間接的に測定でき、細胞が生成するＡＴＰの量は前記プロセス流中の微生物活動のレベル
と相関付けできる。本発明に記載の方法は、好気呼吸が微生物細胞中のエネルギ生成の主
経路ではない場合の低レベルのＤＯを有するプロセス流に対しては好適ではない。
【００２３】
　プロセス流から収集されたＤＯの測定値は、プロセス流の圧力、温度及び塩分値を用い
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て飽和百分率に変換すべきである。このことはこれらのパラメータにおけるプロセス変動
に基づきデータを正規化するのを助ける。分析されているプロセス流の温度は、流体がこ
れ以上フローセル内に引き込まれない場合に生じる流動停止状態中に摂氏１ないし１０度
低下するため温度補正は特に重要である。
【００２４】
　溶存酸素の消費量と微生物学的活性との間の相関の完全性を向上させるために、プロセ
ス流体のＲＥＤＯＸ状態は酸素消費量が化学的な酸化プロセスの結果ではないように酸化
されなければならない。ｐＨのような因子はプロセス水のＲＥＤＯＸ状態に影響を与える
。高ｐＨの条件下では、例えば９．５より大きいｐＨを有するプロセス水が、増加したＲ
ＥＤＯＸ状態時でさえもプロセス流体中の有機物質の酸化を生じさせる。
【００２５】
　従って、好ましくはプロセス流のＯＲＰは、ＤＯ濃度と併用して測定されて、溶存酸素
の消費量が主に微生物学的活性と関連し、プロセス流の化学物質とは関連しないことを確
認すべきである。
【００２６】
［Ａ．機構］
　機構はプロセス流中の溶存酸素を実際に測定するために開発された。例えばＯＲＰプロ
ーブのような、他の分析装置はこの機構に付随してもよい。
【００２７】
　図１に示されたように、機構は（１）のフローセルと、（２）のＤＯプローブと、選択
的に（３）のＯＲＰプローブと、（７）の洗浄装置とを含む。
【００２８】
　（１）のフローセルは複数の開口を有する。これらの開口は流体がそこを通って流動す
るのを許容するのに役立つ。開口の大きさ及び形状は可変であり、特にプロセス流のタイ
プが考慮されるべきである。
【００２９】
　図３は、（１）のフローセルが（１３）の入口と（１４）の出口を含むことを示す。開
口の直径はプロセス流からの流体が簡単に（１）のフローセルを通って流動するのを許容
し、（１）のフローセルのつまりと、（２）のＤＯプローブ及び（３）のＯＲＰプローブ
の表面の双方の非生物学的汚れとを防ぐのに十分な大きさにすべきである。従って、（１
）のフローセルの直径は例えばプロセス流のタイプのような多くの因子に依存する。
【００３０】
　フローセルの開口は更に、（２）のＤＯプローブ、（３）のＯＲＰプローブ、及び／又
は（７）の洗浄装置のような様々な装置をフローセルに取り付けるのを許容するのに役立
ち、プロセス流の１又はそれ以上の測定値を取ることができるようになる。ｐＨメータの
ような他の機構はフローセルに付随させてもよい。
【００３１】
　特に、（２）のＤＯプローブ及び／又は（３）のＯＲＰプローブは（１）のフローセル
と接続する。
【００３２】
　一様態においては、（２）のＤＯプローブ及び（３）のＯＲＰはフローセルに付随する
。プローブは当該技術分野の当業者に既知の様々な方法で（１）のフローセルの開口のう
ちの１つに付随できる。連結はいずれの型の固定及び／又は取付手段等を介しても生じう
る。例えば、ユニットは（１）のフローセルに取り付けでき、プローブ／装置はそのユニ
ットを通して挿入され、所定の位置に固定できる。
【００３３】
　図３に示されるように、プローブは（１）のフローセルの壁に対し同一平面にある。
【００３４】
　一様態においては、前記（２）のＤＯプローブ及び選択的に（３）のＯＲＰプローブの
少なくとも一部が前記フローセル内に突出する。
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【００３５】
　別の様態においては、（２）のＤＯプローブはＤＯセンサヘッドを含み、前記ＤＯセン
サヘッドの少なくとも一部が前記フローセル内に突出し、選択的に前記（３）のＯＲＰプ
ローブがＯＲＰセンサヘッドを含み、前記ＯＲＰセンサヘッドの少なくとも一部が前記フ
ローセル内に突出する。
【００３６】
　別の様態においては、プローブは（１）のフローセルを通る流体の流動を優位に妨げな
いような方法で配向すべきである。
【００３７】
　別の様態においては、（２）のＤＯプローブ及び（３）のＯＲＰプローブは相互に横切
って配置される。
【００３８】
　図２は機構の更なる特徴を示す。特に、図２は（４）の第１の導管と、（４）の第１の
導管に付随する（６）のバルブと、（４）の第１の導管に付随する（１５）の排液管と、
（１）のフローセルと、（２）のＤＯプローブと、（３）のＯＲＰプローブと、（７）の
洗浄装置と、前記（７）の洗浄装置と接続する（９）のソレノイドと、（５）の第２の導
管とを示す。
【００３９】
　（４）の第１の導管及び（５）の第２の導管は前記（１）のフローセル中の１又はそれ
以上の開口、ならびに、プロセス流のハウジングに付随する。取付は当該技術分野の当業
者に既知の様々な手段を介して生じうる。例えば、（４）の第１の導管はプロセス流内に
配管できる。
【００４０】
　（４）の第１の導管は流体を運び、及び／又は、プロセス流からの流体を（１）のフロ
ーセル及び／又はＯＦＭのような他の機構内に分流するのに役立つ。（４）の第１の導管
はプロセス流からの流体の（１）のフローセルへの移動を促進するいかなる方法でも配置
できる。例えば、重力あるいはポンプのようなエネルギベースのメカニズムは、プロセス
流からの流体を、機構を含む（１）のフローセル内に引き込むことができる。
【００４１】
　別の様態においては、排液管（１５）は（４）の第１の導管に付随し、プロセス流内へ
のバックアップ／制限流動を防ぐことができる。
【００４２】
　（５）の第２の導管は（１）のフローセルを通って流れる流体用の出口経路として、更
にはプロセス流からの流体を保持するための貯槽として作用する。特に、　第２の導管（
５）は空間的に配向されて、（１）のフローセルはモニタリングが流動停止状態下である
場合の分析用の（１）のフローセル内部の流体を維持できる。例えば、（５）の第２の導
管は重力が（１）のフローセル内部の流体を保持できるように配向される。
【００４３】
　別の様態においては、（５）の第２の導管は排液管として更に作用してもよい。
【００４４】
　（６）のバルブは（１）のフローセルに付随する。特に、（６）のバルブはその所望の
機能を得る方法で（１）のフローセルと接続する。（６）の１又はそれ以上のバルブは（
１）のフローセル内へのプロセス流からの流体の流動を制御／調整する。
【００４５】
　一様態においては、（６）のバルブは（４）の第１の導管を介してフローセルに付随す
る。特に、（６）のバルブは閉口状態で流動を制限することができ、（６）のバルブが開
口状態下である場合に流動を可能にするような方法で（４）の第１の導管と統合／連結す
る。
【００４６】
　別の様態においては、（６）の１又はそれ以上のバルブはＯＦＭ及び／又は（１）のフ
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ローセル内への流体の流動を制御する。
【００４７】
　別の様態においては、（６）のバルブの直径はハイソリッドを含むプロセス水の流動を
妨害しないように十分に大きくなければならない。
【００４８】
　別の様態においては、（６）のバルブは更に流体が（１）のフローセル又は（５）の第
２の導管を出ることを防ぐことができ、閉口流動状態下の読取り値が生じうるようになる
。
【００４９】
　別の様態においては、（６）のバルブの直径は少なくとも１インチである。
【００５０】
　別の様態においては、（６）のバルブはボール弁である。
【００５１】
　別の様態においては、（６）のバルブは手動で、電気で、空気圧で発動する。
【００５２】
　別の様態においては、ボールの（６）のバルブは手動で、電気で、空気圧で発動する。
【００５３】
　図２及び４は（７）の洗浄装置が（１）のフローセルの開口のうちの１つに取付けられ
うることを示す。洗浄装置は（２）のＤＯプローブ及び／又は（３）のＯＲＰプローブの
双方の表面を洗浄するのに役立ち、装置の向きはこの機能を得るようにすべきである。（
７）の洗浄装置は（１）のフローセルに付随する他の装置を洗浄してもよい。
【００５４】
　一様態においては、（７）の洗浄装置は（１）のフローセルの領域を横切る。
【００５５】
　別の様態においては、（７）の洗浄装置は（１）のフローセルの領域を横切って、（２
）のＤＯプローブ、（３）のＯＲＰプローブ、又は（１）のフローセルに付随しうる他の
型の分析用装置のような１又はそれ以上の装置／プローブを洗浄できる。
【００５６】
　別の様態においては、（７）の洗浄装置は（８）のワイパブレード又はブラシを含む。
【００５７】
　別の様態においては、（７）の洗浄装置は（９）のワイパソレノイドによって発動され
る。（９）のソレノイドはいつ洗浄するか、及びいつ洗浄しないかを指令するロジックで
プログラムされたコントローラからの指令を受け取る。
【００５８】
　図４に示されるように、（８）のワイパブレードは（２）のＤＯプローブと（３）のＯ
ＲＰプローブとの双方に対して垂直方向に（１）のフローセルを横切るように配置される
。
【００５９】
　１又はそれ以上の（１１）のバッフルを（１）のフローセルに追加することは、（１）
のフローセルの領域を増大できる。図５は変更されたフローセルを示す。特に、その部材
はフローセルに付随し、その部材は１以上のバッフルを含む。その部材は様々な方法でフ
ローセルに付随できる。表面領域を増大させる他の物体は同様の方法で利用できる。
【００６０】
　一様態においては、（１０）の部材は（１２）のアダプタの補助をもって（１）のフロ
ーセル上へ固定される。その部材は前記プロセス流から流動を受け取る（１５）の部材の
入口と、フローセルに付随する出口とを有する。
【００６１】
　一様態においては、（４）の第１の導管は（１）のフローセルに直接的に付随する代わ
りに（１０）の部材に付随する。
【００６２】
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　別の様態においては、（１０）の部材は１又はそれ以上の（１１）のバッフルを有する
。
【００６３】
　本機構はバルク型の微生物学的な水分活性、表面結合型の微生物学的活性、又はそれら
の組合せをモニタリングするように構成できる。
【００６４】
［Ｂ．プロセス流中のバルク型の微生物学的活性のモニタリング］
　プロセス流中のバルク型の（全体の）微生物学的活性をモニタリングする方法が開示さ
れる。バルク型の（全体の）微生物学的活性は、プロセス流中のプランクトン様の微生物
及び固着性の微生物のような、バルク型のプロセス流中の微生物活動である。
【００６５】
　プロセス流のバルク型の微生物学的活性は、プロセス流のＤＯ濃度を測定することによ
って決定される。他のパラメータはこの分析と併用して利用してもよい。特に、本方法は
、以下の、（ａ）機構をプロセス流に連結するステップであって、前記機構が、複数の開
口を含むフローセルであって、少なくとも１の開口が前記プロセス流から引き込まれる流
体用のフローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フローセルを出る流体用のフロ
ーセル出口であるフローセルと、前記開口のうちの１つに取付けられる１つのＤＯプロー
ブと、選択的に前記開口のうちの１つに取付けられるＯＲＰプローブと、前記開口のうち
の１つに取付けられる洗浄装置と、選択的にフローセル入口に取り付けられる第１の導管
と、選択的にフローセル出口に取り付けられる第２の導管と、前記フローセルに付随する
バルブとを含むステップと、（ｂ）流体が前記フローセル内に引き込まれるのを可能にす
べく、前記機構のバルブを開けるステップと、（ｃ）前記プロセス流から前記フローセル
内に前記流体を引き込むステップと、（ｄ）前記ＤＯプローブで前記プロセス流のＤＯ濃
度を少なくとも１回測定するステップであって、各測定前に前記ＤＯプローブの表面が洗
浄されるステップと、（ｅ）更なる流体が前記フローセル内に引き込まれるのを防ぐため
に前記機構のバルブを閉じるステップと、（ｆ）前記ＤＯプローブで前記機構内部の流体
のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステップであって、各測定前に前記ＤＯプローブの
表面が洗浄されるステップと、（ｇ）ステップ（ｄ）とステップ（ｆ）との間のΔＤＯの
読取り値を計算するステップと、（ｈ）ステップ（ｇ）中の前記ΔＤＯの値を、前記プロ
セス流中のバルク型の（全体の）微生物学的活性と少なくとも相関づけるステップとを含
む。
【００６６】
　本方法は、様々な異なる型のプロセス流に適用できる。
【００６７】
　一様態においては、プロセス流は製紙プロセス、冷却水プロセス、食品又は飲料プロセ
ス、及びレクリエーションベースのプロセスからなる群から選択されるプロセス由来であ
る。
【００６８】
　バルク型の水性の微生物学的活性は、流動開始及び流動停止状態間のＤＯ濃度の変化（
ΔＤＯ）を見ることによって測定される。他のパラメータはこの分析と併用して利用して
もよい。特に、ΔＤＯを見ることによって、ＤＯの消費量率が決定できる。ＤＯの消費量
率は前記プロセス流中の微生物学的活性と相関づけできるが、プロセス流体のＲＥＤＯＸ
状態が酸化状態ではない場合、ＤＯの測定値が影響を受けるため、ＯＲＰがＤＯの測定値
と併用して測定されると、相関の完全性がより良くなる。
【００６９】
　プロセス流体がフローセルを通過し、フローセルと接続する分析用装置、特に流体のＤ
Ｏ濃度を測定するためのＤＯプローブによって測定できる場合に流動開始状態は生じる。
【００７０】
　流動停止状態は、プロセス流体がフローセルにそれ以上入らない状態である。流動停止
状態下では、流体はフローセル中に維持され、フローセルはその流体のＤＯ濃度をモニタ
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リングする。
【００７１】
　ステップ（ｄ）のような流動開始状態下では、プロセス流のＤＯ濃度の正確な読取り値
を得ることができるようにプロセス流体のＤＯ濃度は十分な量の時間で測定すべきである
。これは１の読取り値又はそれ以上を取ってもよい。当該技術分野の当業者は、過度の実
験をせずに、正確なプロセス流の読取り値を得るために取る読取り値の数、ならびに、正
確なプロセス流の読取り値を得るのに取る読取り値の間隔を決定できるであろう。
【００７２】
　ステップ（ｆ）のような流動停止状態下では、前記流体中の１又はそれ以上の微生物種
が前記流体中の溶存酸素を消費する十分な時間があるのを保証するように、十分な量の時
間がフローセル中の流体の第１のＤＯの測定前に経過すべきである。この期間は可変であ
り、１又はそれ以上の因子に依存し、因子はモニタリングされるプロセスのタイプ及び微
生物学的プログラムの有効性を含み、本発明の方法の実行前に用いられている。例えば、
製紙産業においては、プロセス水が微生物で非常に汚染された場合には、微生物がＤＯを
消費するのにほとんど時間はかからないであろう。微生物のタイプ（例えば、真菌又は線
状菌のような）は更にＤＯの消費量の比率及び限度に影響を与えるであろう。
【００７３】
　一様態においては、流動開始状態及び流動停止状態下で得られた測定値は同一の時間間
隔で得られる。更なる様態においては、流動開始状態及び流動停止状態下で得られた測定
値は同一期間かつ同一の時間間隔で得られる。
【００７４】
　プロセス流は連続的に、断続的に、又は１回でモニタリングしてもよい。連続的なモニ
タリングは実時間の状態を提供して、システムの不調がプロセス流において容易に検出で
きる。
【００７５】
　ΔＤＯは様々な方法で計算できる。
【００７６】
　一様態においては、バルク型の微生物学的活性はプロセス水がバルブを閉じることによ
って停止される流動停止状態に対する、連続的な水流の期間（流動開始状態）中のＤＯ濃
度の最大値の変化を取ることによって測定される。言い換えると、ステップ（ｄ）及びス
テップ（ｆ）における読取り値に基づくＤＯ濃度の最大値の変化は、ΔＤＯを計算するの
に用いられる。
【００７７】
　別の様態においては、ΔＤＯの値はステップ（ｄ）からのＤＯの測定値の平均と、ステ
ップ（ｆ）からのＤＯレベルの最小値とを取ることによって決定される。
【００７８】
　別の様態においては、ΔＤＯの値はステップ（ｄ）からの最も高い測定値と、ステップ
（ｆ）からのＤＯレベルの最小値とを取ることによって決定される。
【００７９】
　別の様態においては、ΔＤＯの値はステップ（ｄ）からの最終測定値と、ステップ（ｆ
）からのＤＯレベルの最小値とを取ることによって決定される。
【００８０】
　別の様態においては、ステップ（ｄ）及びステップ（ｆ）用の測定の期間及び測定の間
隔は同一である。
【００８１】
　更なる様態においては、ステップ（ｄ）及びステップ（ｆ）における測定の期間は、ど
こでも５ないし２４０分にできる。
【００８２】
　更なる様態においては、その期間は３０分であり、測定値は等間隔でステップ（ｄ）及
びステップ（ｆ）の間に５回記録される。
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【００８３】
　更なる様態においては、表面は拭き取り洗浄され、続いて、測定値がステップ（ｄ）及
びステップ（ｆ）で記録する前に３０秒遅延する。
【００８４】
　プロセス流のＯＲＰは、プロセス流のＤＯ濃度と併用して測定してもよい。
【００８５】
　一様態においては、本方法は、ステップ（ｄ）及びステップ（ｆ）で少なくとも１回Ｏ
ＲＰを測定し、各測定前にＯＲＰプローブの表面を洗浄するステップを更に含む。
【００８６】
　別の様態においては、１又はそれ以上の酸化剤は、ＯＲＰの値が所定のレベル未満に低
下した場合に、プロセス流に添加できる。
【００８７】
　別の様態においては、１又はそれ以上のＯＲＰ測定値が所定のレベル未満に低下する場
合、そのＯＲＰ測定値と併用して測定されたＤＯの測定値はΔＤＯを計算する際に含まれ
ない。特に、これらの測定値を除外することによって、ＤＯの消費量が微生物学的活性に
関連するか、プロセス流の化学物質に関連するかについて、プロセスオペレータがより良
く感じることができる。
【００８８】
　別の様態においては、所定のレベルが約１００ｍＶ未満であり、ＯＲＰがこの範囲内に
ある場合、状態は一般的に酸化状態ではなく、溶存酸素の消費はプロセス流中の化学的状
態に関連する可能性があるため、ＤＯの測定値は除外される。
【００８９】
　プロセス流中の全体の（バルク型の）微生物学的レベルに応答することは、多くの異な
る経路を取りうる。
【００９０】
　一様態においては、全体の（バルク型の）微生物学的レベルがプロセスに対し上手く作
用すると考えられる所定のレベルより高いか上である場合、プロトコルは微生物学的レベ
ルを所望のレベルに戻すために有効量の殺生物剤を添加するステップを含む。
【００９１】
　殺生物剤は、酸化状態及び／又は非酸化状態にできる。
【００９２】
　製紙プロセスについては、殺生物剤は、イソチアゾリン、グルタルアルデヒド、ジブロ
モニトリロプロピオンアミド、カルバメート、四級アンモニウム化合物、次亜塩素酸ナト
リウム、二酸化塩素、過酢酸、オゾン、クロラミン、Ｓｔａｂｒｅｘ（登録商標）（ブロ
モスルファマート）、ブロモクロロジメチルヒダントイン、ジクロロジメチルヒダントイ
ン、モノクロラミン、アンモニウム塩とジメチルヒダントイン、アミノ酸、シアヌル酸、
スクシニミド及び尿素を含む安定剤とを組み合わせて用いられる次亜塩素酸ナトリウム、
及びその組合せからなる群から選択される。
【００９３】
　１又はそれ以上のコントローラは、プロセス流中の微生物学的活性のレベルに対する応
答を実行するのに用いられうる。特に、コントローラは例えばＤＯプローブのようなプロ
セス流からのデータを受信し、コントローラ（例えば、プログラムロジックコントローラ
）に入力されるロジックに基づいてΔＤＯを計算し、ΔＤＯによる応答を実行するように
プログラミングでき、プロセス流中に殺生物剤又は堆積物制御ポリマを供給するポンプを
発動するような様々な動作を含むことができる。
【００９４】
　一様態においては、コントローラはウェブベースである。
【００９５】
　別の様態においては、コントローラは、ＯＲＰプローブ、ＤＯプローブ、洗浄装置、バ
ルブ又はそれらの組合せのうちの少なくとも１つと接続できる。
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【００９６】
　別の様態においては、コントローラは前記ＤＯプローブから入力信号を受信し、前記コ
ントローラにおいてプログラミングされた所望のプロトコルを実行する。
【００９７】
　別の様態においては、コントローラはコントローラシステムである。「コントローラシ
ステム（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ｓｙｓｔｅｍ）」及び同様の用語は、手動オペレータ、
あるいはプロセッサ、記憶装置、陰極線管、液晶表示器、プラズマディスプレイ、タッチ
スクリーン、又は他のモニタのような要素及び／又は他の要素を含む電子装置である。特
定の例では、コントローラは１又はそれ以上の特定用途向け集積回路、プログラム、又は
アルゴリズム、１又はそれ以上の配線装置、及び／又は１又はそれ以上の機械的装置を用
いた組み込み用に動作可能である。一部又は総てのコントローラシステムの機能は、ロー
カルエリアネットワーク、広域ネットワーク、無線ネットワーク、通信用のネットワーク
サーバ、インターネット接続、マイクロ波中継接続、赤外線接続等の上の通信用のネット
ワークサーバのような、中心位置にできる。更に、信号調整器又はシステムモニタのよう
な他の要素は、信号処理アルゴリズムを向上させるために含むことができる。
【００９８】
　別の様態においては、所望のプロトコルは、プロセス流のモニタリングと、プロセス流
の処理とを担当してオペレータ又は人に警告を発する。
【００９９】
　別の様態においては、所望のプロトコルは前記ΔＤＯが所定のレベルに到達した場合に
、有効量の殺生物剤のプロセス流への添加ステップを含む。殺生物剤は酸化状態及び／又
は非酸化状態にできる。
【０１００】
　光学式汚れモニタ（ＯＦＭ）は、前記フローセルと併用して用いられ、プロセス流中に
生じている堆積物集積の性質／起源を決定できる。
【０１０１】
　一様態においては、本発明の方法は、前記プロセス流と接続する光学式汚れモニタを提
供するステップと、前記プロセス流から前記光学式汚れモニタ内に流体を引き込むステッ
プと、光学式汚れモニタで堆積物形成を測定するステップと、光学式汚れモニタにおける
堆積物形成を前記プロセス流中のΔＤＯから決定される前記微生物学的活性と相関づける
ことによって堆積物のタイプを判定するステップと、選択的に前記堆積物形成と微生物学
的活性との間の相関に応じて１又はそれ以上の化学種を前記プロセス流に添加するために
前記ＯＦＭ及び少なくともＤＯプローブと接続するコントローラをプログラミングするス
テップとを更に含む。
【０１０２】
　更なる様態においては、光学的な汚れで形成された堆積物が天然状態で微生物学的であ
ると前記相関が示す場合、化学種は殺生物剤を含む。例えば、ＯＦＭ上に堆積物がありΔ
ＤＯが高い場合、堆積物形成を抑制し、プロセス流の微生物学的活性を低くするために殺
生物剤を前記プロセス流に添加することは、１の方法である。殺生物剤は酸化状態及び／
又は非酸化状態にできる。
【０１０３】
　更なる様態においては、前記堆積物形成が天然状態で微生物学的ではないことを前記相
関が示す場合、化学種は堆積物制御化学物質である。例えば、ＯＦＭ上に堆積物がありΔ
ＤＯが低い場合、堆積物形成を抑制するために堆積物制御化学物質をプロセス流に添加す
ることは、１の方法である。当該技術分野の当業者に既知の様々な型の堆積物制御化学物
質があり、例えば、製紙プロセス中の堆積物形成を防ぐのを補助するピッチ除去剤や堆積
物制御ポリマがある。
【０１０４】
［Ｃ．プロセス流中の表面結合型の微生物学的活性のモニタリング］
　表面結合型の微生物学的活性は、例えば生物膜のような、表面型微生物の微生物活動で



(14) JP 5317990 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

ある。
【０１０５】
　プロセス流の表面結合型の微生物学的活性は、プロセス流のＤＯ濃度を測定することに
よって決定される。他のパラメータはこの分析と併用して利用してもよい。特に本方法は
、（ａ）機構をプロセス流に連結するステップであって、前記機構が、複数の開口を含む
フローセルであって、少なくとも１の開口が前記プロセス流から引き込まれる流体用のフ
ローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フローセルを出る流体用のフローセル出
口であるフローセルと、前記開口のうちの１つに取付けられる１つのＤＯプローブと、選
択的に前記開口のうちの１つに取付けられるＯＲＰプローブと、前記開口のうちの１つに
取付けられる洗浄装置と、選択的にフローセル入口に取り付けられる第１の導管と、選択
的にフローセル出口に取り付けられる第２の導管と、前記フローセルに付随するバルブと
を含むステップと、（ｂ）流体が前記フローセル内に引き込まれるのを可能にすべく、前
記機構のバルブを開けるステップと、（ｃ）前記プロセス流から前記フローセル内に前記
流体を引き込むステップと、（ｄ）前記ＤＯプローブで前記プロセス流のＤＯ濃度を少な
くとも１回測定するステップであって、前記ＤＯプローブは各測定前に洗浄されないステ
ップと、（ｅ）前記ＤＯプローブの表面を洗浄するステップと、（ｆ）前記ＤＯプローブ
で前記機構内部の流体のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステップであって、選択的に
各測定前に前記ＤＯプローブの表面が洗浄されるステップと、（ｇ）ステップ（ｄ）とス
テップ（ｆ）との間のΔＤＯの読取り値を計算するステップと、（ｈ）ステップ（ｇ）中
の前記ΔＤＯを表面結合型の生物学的活性と相関づけるステップとを含む。
【０１０６】
　本方法は、様々な異なる型のプロセス流に適用できる。
【０１０７】
　一様態においては、プロセス流は製紙プロセス、冷却水プロセス、食品又は飲料プロセ
ス、及びレクリエーションベースのプロセスからなる群から選択されるプロセス由来であ
る。
【０１０８】
　生物膜活性は、流動開始中の拭き取り直後に対し、拭き取り前に取られたＤＯの測定値
の差異によって計算される。他のパラメータはこの分析と併用して利用してもよい。ＤＯ
の測定値はプロセス流体のＲＥＤＯＸ状態が酸化状態ではない場合に影響を受けるため、
ＯＲＰがＤＯの測定値と併用して測定される場合、ΔＤＯと生物膜活性との相関の完全性
はより良くなる。
【０１０９】
　プロセス流体がフローセルを通過し、フローセルと接続する分析用装置、特に、流体の
ＤＯ濃度を測定するためのＤＯプローブによって測定されうる場合、流動開始状態が生じ
る。
【０１１０】
　ステップ（ｄ）及びステップ（ｆ）のような流動開始状態下で、ＤＯを測定する前の十
分な量の時間は、生物膜の蓄積がある場合に生物膜の蓄積が生じる十分な量の時間がある
ように経過すべきである。この期間はモニタされるプロセスのタイプと、現行の微生物学
的プログラムの有効性とを含む様々な因子で可変であり、この方法の実行前に一般的に用
いられる。例えば、製紙産業においては、プロセス水が微生物で非常に汚染された場合に
は、微生物がＤＯを消費するのにほとんど時間はかからないであろう。微生物のタイプ（
例えば、真菌又は線状菌のような）は更にＤＯの消費量の比率及び限度に影響を与えるで
あろう。
【０１１１】
　一様態においては、流動開始状態及び流動停止状態下で得られた測定値は同一の時間間
隔で得られる。更なる様態においては、流動開始状態及び流動停止状態下で得られた測定
値は同一期間かつ同一の時間間隔で得られる。
【０１１２】
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　プロセス流は連続的に、断続的に、又は１回でモニタリングしてもよい。連続的なモニ
タリングは実時間の状態を提供して、システムの不調がプロセス流において容易に検出で
きる。
【０１１３】
　ΔＤＯは様々な方法で計算できる。
【０１１４】
　一様態においては、ΔＤＯの値はステップ（ｄ）での最も低いＤＯの測定値と、ステッ
プ（ｆ）からのＤＯの測定値の平均とを取ることによって決定される。
【０１１５】
　別の様態においては、ΔＤＯの値はステップ（ｄ）からの最も低い測定値と、ステップ
（ｆ）からの最も高いＤＯレベルとを取ることによって決定される。
【０１１６】
　別の様態においては、ΔＤＯの値はステップ（ｄ）からの最終測定値と、ステップ（ｆ
）からの最も高いＤＯレベルとを取ることによって決定される。
【０１１７】
　別の様態においては、ＤＯの測定値は連続的な流動を伴う選択された時間間隔中に５回
生成及び記録されるが、これらの測定のいずれの前にもワイパブレードで洗浄するプロー
ブはない。
【０１１８】
　別の様態においては、選択された時間間隔が切れる１分前に、プローブが洗浄され、２
の連続した測定値が生成及び記録される。
【０１１９】
　プロセス流のＯＲＰは、プロセス流のＤＯ濃度と併用して測定してもよい。
【０１２０】
　一様態においては、本方法は、及びステップ（ｆ）で少なくとも１回ＯＲＰを測定し、
各測定前にＯＲＰプローブの表面を洗浄するステップであって、ＯＲＰプローブがステッ
プ（ｄ）で拭き取り洗浄されず、選択的に前記ＯＲＰプローブはステップ（ｆ）で拭き取
り洗浄されるステップを更に含む。選択的に、１又はそれ以上の酸化剤はＯＲＰの値が所
定のレベル未満に低下した場合にプロセス流に添加してもよい。
【０１２１】
　別の様態においては、前記ＯＲＰ測定値が所定のレベル未満に低下した場合に、そのＯ
ＲＰ測定値と併用して測定されるＤＯの測定値はプロセス流の微生物学的活性を決定する
のに用いられるΔＤＯを計算する際に含まないことができる。特に、これらの測定値を除
外することによって、ＤＯの消費量が微生物学的活性に関連するか、プロセス流の化学物
質に関連するかについて、プロセスオペレータがより良く感じることができる。
【０１２２】
　別の様態においては、所定のレベルが約１００ｍＶ未満であり、ＯＲＰがこの範囲内に
ある場合、状態は酸化状態ではなく、溶存酸素の消費はプロセス流中の化学的状態に関連
する可能性があるため、ＤＯの測定値は除外される。
【０１２３】
　別の様態においては、ＤＯプローブ、ＯＲＰプローブ又はそれらの組合せはワイパブレ
ードを含む洗浄装置によって洗浄される。
【０１２４】
　別の様態においては、ワイパブレードは１又はそれ以上のプローブの表面を２回拭き取
る。
【０１２５】
　プロセス流中の表面結合型の微生物学的レベルに応答することは、多くの異なる経路を
取ることができる。
【０１２６】
　表面結合型の微生物学的レベルがプロセスに対し上手く作用すると考えられる所定のレ
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ベルより高いか上である場合、プロトコルは微生物学的レベルを所望のレベルに戻すため
に有効量の殺生物剤を添加するステップを含む。
【０１２７】
　殺生物剤は酸化状態及び／又は非酸化状態にできる。
【０１２８】
　製紙プロセスについては、殺生物剤は、イソチアゾリン、グルタルアルデヒド、ジブロ
モニトリロプロピオンアミド、カルバメート、四級アンモニウム化合物、次亜塩素酸ナト
リウム、二酸化塩素、過酢酸、オゾン、クロラミン、Ｓｔａｂｒｅｘ（登録商標）（ブロ
モスルファマート）、ブロモクロロジメチルヒダントイン、ジクロロジメチルヒダントイ
ン、モノクロラミン、アンモニウム塩とジメチルヒダントイン、アミノ酸、シアヌル酸、
スクシニミド及び尿素を含む安定剤とを組み合わせて用いられる次亜塩素酸ナトリウム、
及びそれらの組合せからなる群から選択される。
【０１２９】
　１又はそれ以上のコントローラは、プロセス流中の微生物学的活性のレベルに対する応
答を実行するのに用いられうる。特に、コントローラは例えばＤＯプローブのようなプロ
セス流からのデータを受信し、コントローラ（例えば、プログラムロジックコントローラ
）に入力されるロジックに基づいてΔＤＯを計算し、ΔＤＯによる応答を実行するように
プログラミングでき、プロセス流中に殺生物剤を供給するポンプを発動するような様々な
動作を含むことができる。
【０１３０】
　一様態においては、コントローラはウェブベースである。
【０１３１】
　別の様態においては、コントローラは、ＯＲＰプローブ、ＤＯプローブ、洗浄装置、バ
ルブ又はそれらの組合せのうちの少なくとも１つと接続できる。
【０１３２】
　別の様態においては、コントローラは前記ＤＯプローブから入力信号を受信し、前記コ
ントローラにおいてプログラミングされた所望のプロトコルを実行する。
【０１３３】
　別の様態においては、コントローラはコントローラシステムである。「コントローラシ
ステム（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ｓｙｓｔｅｍ）」及び同様の用語は、手動オペレータ、
あるいはプロセッサ、記憶装置、陰極線管、液晶表示器、プラズマディスプレイ、タッチ
スクリーン、又は他のモニタのような要素及び／又は他の要素を含む電子装置である。特
定の例では、コントローラは１又はそれ以上の特定用途向け集積回路、プログラム、又は
アルゴリズム、１又はそれ以上の配線装置、及び／又は１又はそれ以上の機械的装置を用
いた組み込み用に動作可能である。一部又は総てのコントローラシステムの機能は、ロー
カルエリアネットワーク、広域ネットワーク、無線ネットワーク、通信用のネットワーク
サーバ、インターネット接続、マイクロ波中継接続、赤外線接続等の上の通信用のネット
ワークサーバのような、中心位置にできる。更に、信号調整器又はシステムモニタのよう
な他の要素は、信号処理アルゴリズムを向上させるために含むことができる。
【０１３４】
　別の様態においては、所望のプロトコルは、プロセス流のモニタリングと、プロセス流
の処理とを担当してオペレータ又は人に警告を発する。
【０１３５】
　別の様態においては、所望のプロトコルは前記ΔＤＯが所定のレベルに到達した場合に
、有効量の殺生物剤のプロセス流への添加ステップを含む。殺生物剤は酸化状態及び／又
は非酸化状態にできる。
【０１３６】
　光学式汚れモニタ（ＯＦＭ）は、前記フローセルと併用して用いられ、プロセス流中に
生じている堆積物集積の性質／起源を決定できる。
【０１３７】
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　一様態においては、本発明の方法は前記プロセス流と接続する光学式汚れモニタを提供
するステップと、前記プロセス流から前記光学式汚れモニタ内に流体を引き込むステップ
と、光学式汚れモニタで堆積物形成を測定するステップと、光学式汚れモニタにおける堆
積物形成を、前記プロセス流中のΔＤＯから決定される前記微生物学的活性と相関づける
ことによって堆積物のタイプを判定するステップと、選択的に前記堆積物形成と微生物学
的活性との間の相関に応じて１又はそれ以上の化学種を前記プロセス流に添加するために
前記ＯＦＭ及び少なくともＤＯプローブと接続するコントローラをプログラミングするス
テップとを更に含む。
【０１３８】
　更なる様態においては、光学的な汚れで形成された堆積物が天然状態で微生物学的であ
ると前記相関が示す場合、化学種は殺生物剤を含む。例えば、ＯＦＭ上に堆積物がありΔ
ＤＯが高い場合、堆積物形成を抑制し、プロセス流の微生物学的活性を低くするために殺
生物剤を前記プロセス流に添加することは、１の方法である。殺生物剤は酸化状態及び／
又は非酸化状態にできる。
【０１３９】
　更なる様態においては、前記堆積物形成が天然状態で微生物学的ではないことを前記相
関が示す場合、化学種は堆積物制御化学物質である。例えば、ＯＦＭ上に堆積物がありΔ
ＤＯが低い場合、堆積物形成を抑制するために堆積物制御化学物質をプロセス流に添加す
ることは、１の方法である。当該技術分野の当業者に既知の様々な型の堆積物制御化学物
質があり、例えば、製紙プロセス中の堆積物形成を防ぐのを補助するピッチ除去剤や堆積
物制御ポリマがある。
【０１４０】
［Ｄ．プロセス流中のバルク型の、及び表面結合型の微生物学的活性のモニタリング］
　バルク型の微生物学的活性は、表面結合型の微生物学的活性と併用してモニタリングで
きる。プロセス流中のバルク型の微生物学的活性と、表面結合型の微生物学的活性とを測
定する方法は、（ａ）機構を前記プロセス流に連結するステップであって、前記機構が、
複数の開口を含むフローセルであって、少なくとも１の開口が前記プロセス流から引き込
まれる流体用のフローセル入口であり、少なくとも１の開口が前記フローセルを出る流体
用のフローセル出口であるフローセルと、前記開口のうちの１つに取付けられる１つのＤ
Ｏプローブと、選択的に前記開口のうちの１つに取付けられるＯＲＰプローブと、前記開
口のうちの１つに取付けられる洗浄装置と、選択的にフローセル入口に取り付けられる第
１の導管と、選択的にフローセル出口に取り付けられる第２の導管と、前記フローセルに
付随するバルブとを含むステップと、（ｂ）流体が前記フローセル内に引き込まれるのを
可能にすべく、前記機構のバルブを開けるステップと、（ｃ）前記プロセス流から前記フ
ローセル内に前記流体を引き込むステップと、（ｄ）前記ＤＯプローブで前記プロセス流
のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステップであって、前記ＤＯプローブは各測定前に
洗浄されないステップと、（ｅ）前記ＤＯプローブの表面を洗浄するステップと、（ｆ）
前記ＤＯプローブで前記機構内部の流体のＤＯ濃度を少なくとも１回測定するステップで
あって、選択的に各測定前に前記ＤＯプローブの表面が洗浄されるステップと、（ｇ）更
なる流体が前記フローセル内に引き込まれるのを防ぐために前記機構のバルブを閉じるス
テップと、（ｈ）前記ＤＯプローブで前記機構内部の流体のＤＯ濃度を少なくとも１回測
定するステップであって、各測定前に前記ＤＯプローブの表面が洗浄されるステップと、
（ｉ）ステップ（ｆ）とステップ（ｈ）との間のΔＤＯの読取り値を計算し、前記ΔＤＯ
を前記プロセス流中の前記バルク型の微生物学的活性と少なくとも相関づけるステップと
、（ｊ）ステップ（ｄ）とステップ（ｆ）との間のΔＤＯの読取り値を計算し、前記ΔＤ
Ｏを前記プロセス流中の前記表面結合型の微生物学的活性と少なくとも相関づけるステッ
プとを含む。
【０１４１】
　別の様態においては、モニタリングはオペレータがバルク型の微生物学的活性（標準モ
ード）及び／又は表面結合型の活性（生物膜モード）間でトグル／スイッチできるように
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設定される。図８はフローチャートを介したこのメカニズムの一様態を例示する。
【０１４２】
　別の様態においては、本方法は、ステップ（ｄ）、ステップ（ｆ）、及びステップ（ｈ
）で少なくとも１回ＯＲＰを測定するステップであって、ＯＲＰプローブがステップ（ｄ
）で拭き取り洗浄されず、選択的に前記ＯＲＰプローブがステップ（ｆ）で拭き取り洗浄
され、ＯＲＰプローブがステップ（ｈ）で拭き取り洗浄されるステップと、前記ＯＲＰの
値が所定のレベル未満に低下した場合に選択的に１又はそれ以上の酸化剤を前記プロセス
流に添加するステップと、前記ＯＲＰの値が所定のレベル未満に低下した場合に、選択的
に前記ΔＤＯを計算する際に前記ＤＯの測定値を用いないステップとを更に含む。
【０１４３】
　別の様態においては、プロセス流からの堆積物形成は本方法と併用して更にモニタリン
グできる。特に、本発明の方法は、前記プロセス流と接続する光学式汚れモニタを提供す
るステップと、前記プロセス流から前記光学式汚れモニタ内に流体を引き込むステップと
、前記光学式汚れモニタで堆積物形成を測定するステップと、前記光学式汚れモニタにお
ける堆積物形成を、前記プロセス流中のΔＤＯから決定される前記微生物学的活性と相関
づけることによって堆積物のタイプを判定するステップと、選択的に前記堆積物形成と微
生物学的活性との間の前記相関に応じて１又はそれ以上の化学種を前記プロセス流に添加
するためにコントローラをプログラミングするステップとを更に含む。
【０１４４】
　以下の実施例は、限定すべきことを意図していない。
【実施例１】
【０１４５】
　プロセス流は第１の導管を介してフローセルに引き込まれる。１又はそれ以上のバルブ
はフローセル内への流動を制御する。第１の導管及び１又はそれ以上のバルブに付随する
排液管はプロセス流へのバックアップを防ぎ、プロセス流中にある固形物によるつまりを
制御するのを補助する。流動開始状態下では、バルブは流体がフローセル内に通るのを許
容するように配置される。フローセルに取付けられるのはＤＯプローブ、ＯＲＰプローブ
、及び洗浄装置（例えば、ワイパブレード）である。流体は分析用にフローセルを通過す
る。
【０１４６】
　モニタリング（バルク型の／表面結合型の／組合せの）によって、バルブは流体をフロ
ーセル内に与えるように開口位置／又は閉口状態に代わり、ＤＯ濃度　及び／又は　ＯＲ
Ｐは上述のプロセスプロトコルのうちの１つによって記録される。フローセルを通過する
流体は排液管を通って出る。排液管内に流動する流体は例えば、製紙プロセスのマシンチ
ェスト内など、プロセス流内に排出して戻してもよい。図９はフローセル設定と、フロー
セル設定を通るプロセス流の流動の概略図を提供する。
【０１４７】
　ＯＦＭモニタはプロセス流に更に付随できる。１又はそれ以上のバルブはＯＦＭ内への
流動を制御する。図１０はＯＦＭモニタを併用するフローセル設定、ならびに、フローセ
ル設定及びＯＦＭを通るプロセス流の流動の概略図を提供する。
【０１４８】
　プロセス流中の微生物学的活性のレベル及び／又は堆積によって、問題を補正するのに
適した化学物質がプロセス流内に供給できる。例えば、コントローラは、供給メカニズム
に関連するソレノイドを発動するポンプに、信号を送信できる。
【実施例２】
【０１４９】
　ドイツにある製紙工場からの製紙プロセス水の側流が、モニタリング装置を通って流動
するのを可能にした（毎秒２リットル）。この工場はコーティングされた及びコーティン
グされない上質紙を作り、バイオコントロールのために安定化した酸化剤を用いている。
モニタリング装置上のバルブは６０分間隔で開閉されて、フローセルモニタリングチャン
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バ内への流動を開始及び停止した。ＯＲＰ及びＬＤＯの値は１０分間隔で測定された。Ｏ
ＲＰ及びＬＤＯモニタリング装置からのデータはデータロガーによって収集され、ウェブ
サイトの表示用にウェブサーバに送信された。データはウェブサイトからダウンロードさ
れ、バイオコントロールプログラムの影響と微生物活動のプロセス状態とを決定するため
に分析された。
【０１５０】
　本出願において、本発明はＯＦＭと組み合わせて用いられて問題の堆積物の性質／起源
を決定した。例えば、堆積物と活性が大きい場合、堆積物は天然状態で生物学的であると
考えられる。対照的に、堆積物が大きく、微生物活動は低い場合は、微生物は堆積物に寄
与するとは考えられず、問題解決の努力は違う部分に焦点を当てるべきである。図６で提
供された実施例は、停滞したプロセス水におけるＯＲＰ、微生物活動、及び堆積物（ＯＦ
Ｍ）の機械停止の影響を示す。微生物活動はΔＤＯとして報告する。機械は８月４日に停
止された。この事象のすぐ後に、ΔＤＯの鋭い増加があり、ＯＲＰの減少とＯＦＭによっ
て測定されるような表面汚れの増加とを同時発生する。これらのデータは酸化剤ベースの
プログラムが持続性ではなく、この事象中の微生物生育及び堆積物形成を十分に制御しな
かったことを示唆している。表面堆積物の検鏡は線状菌を含む高密度の微生物を確認した
。
【実施例３】
【０１５１】
　米国にある製紙工場からの製紙プロセス水の側流が、モニタリング装置を通って流動す
るのを可能にした（毎秒０．２５リットル）。この工場は頻繁に紙製品の繊維内容を変更
し、バイオコントロールプログラムの実行に著しい影響を及ぼしうる。特にこの工場はプ
ロセス水システムにおけるハロゲン要求を増加させる窒素完成紙料（Ａｚｏｔｏ　ｆｕｒ
ｎｉｓｈ）を用いる。モニタリング装置のバルブは、３０分間隔で開閉されて、フローセ
ルモニタリングチャンバ内への流動を開始及び停止した。ＯＲＰ及びＬＤＯの値は６分間
隔で測定された。ＯＲＰ及びＬＤＯモニタリング装置からのデータはデータロガーによっ
て収集され、モニタリング装置で提供されるソフトウェアを用いてコンピュータにダウン
ロードされた。
【０１５２】
　モニタリング装置を取り付けたすぐ後に、プロセス変化がＯＲＰ測定値、微生物活動レ
ベル、及びＯＦＭで測定された表面汚れに基づきバイオコントロールプログラムの実行に
影響を及ぼすことをすぐに観察した。図６で提供された実施例は、停滞したプロセス水に
おけるＯＲＰ、微生物活動、及び堆積物（ＯＦＭ）の機械停止の影響を示す。図７で提供
された実施例は、ＯＲＰ、微生物活動、及び堆積物（ＯＦＭ）の繊維内容の変化の影響を
示す。微生物活動はＬＤＯ（飽和％）として報告され、流動開始状態中のバックグラウン
ドＬＤＯと流動停止状態中に測定されるＬＤＯ間のより大きな差がより高い微生物活動を
示す。これらのデータは酸化剤ベースのプログラムが窒素グレードの高酸化剤要求の完成
紙料が用いられた場合、微生物生育及び堆積物形成を十分には制御しないことを示唆する
。従って、プログラムはこの特定のグレードの製造中に改良された堆積制御で変更すべき
である。
【実施例４】
【０１５３】
　溶存酸素モニタは連続的にサンプル水中の溶存酸素を測定する。モニタプログラムはＰ
ＬＣ（プログラマブルロジックコントローラ）によって制御され、プログラムサイクルが
完了するまで測定されたＬＤＯの値を読取り、保持する。ＰＬＣは更に洗浄したセンサの
表面を拭き取るワイパユニットと、サンプルセルを通る水の流動を停止できる電動式のボ
ール弁とを制御する。
【０１５４】
　バルク型の微生物学的活性（ＢＭＡ）モード及び／表面結合型の微生物学的活性（ＳＡ
ＭＡ）モードといった、２の基本モニタリングモードが利用可能である。双方のモードは
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Ｘ、Ｘｔ及びＸｔｉといった３の変数を用いて、プログラムを特定用途のニーズのために
設定する。特に、Ｘは分単位でのボール弁の開口時間及び閉口時間であり、Ｘｔは時間Ｘ
中に保存されるＬＤＯ読取り値の数であり、ＸｔｉはＬＤＯ読取りの間の間隔である。ボ
ール弁が開口し、サンプルが流動している場合、ＬＤＯ読取り値はサンプル供給源の現在
の状態を反映して安定すべきである。ボール弁が閉口しサンプル流動が停止する場合、閉
口停止したフローセル中の溶存酸素は有機物質での反応によって欠乏しがちである。
【０１５５】
　ＢＭＡモードにおいては、総ての読取り値はプローブが拭き取り洗浄された直後に取ら
れる。デルタＤＯの値は代謝中の溶存酸素の消費量を反映することによって、サンプル本
体中の微生物活動の測定値を提供する。
【０１５６】
　ＳＡＭＡモードにおいては、電極は最初の部分のバルブ開口サイクルでは拭き取られな
い。この期間中は、電極の表面に生物膜の蓄積がある。電極はその後拭き取り洗浄され、
その差は最初の部分のサイクル中に蓄積する生物膜のレベルを示す。ボール弁が閉口する
場合、読取り値はＢＭＡモードのように取られる。
【０１５７】
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【表１】

【０１５８】
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【表２】
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